
平成˜Ÿ年›月™Ÿ日 金曜日 (号外第˜—š号)官 報

一

株
式
交
換
を
す
る
株
式
会
社
（
以
下
「
株
式
交
換
完
全
子
会
社
」
と
い
う
。）の
商
号
及
び
住
所

二

株
式
交
換
に
際
し
て
発
行
し
よ
う
と
す
る
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
数
又
は
そ
の
数
の
算
定
方
法
並
び

に
会
社
の
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
に
関
す
る
事
項

三

株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
株
主
（
会
社
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

四

株
式
交
換
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

五

株
式
交
換
に
際
し
て
株
式
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
理
由

２

会
社
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
交
換
に
際
し
て
の
新
株
予
約
権
の
発
行
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
株
式
交
換
に
際
し
て
の
新
株
予
約
権
の
発
行
に
関
す
る
取
締

役
会
又
は
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
商
号
及
び
住
所

二

株
式
交
換
に
際
し
て
発
行
し
よ
う
と
す
る
新
株
予
約
権
の
内
容
及
び
数
又
は
そ
の
算
定
方
法

三

株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
株
主
に
対
す
る
新
株
予
約
権
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

四

株
式
交
換
に
際
し
て
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
新
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
し
て
当
該
新
株
予
約
権
に

代
わ
る
会
社
の
新
株
予
約
権
を
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

会
社
の
新
株
予
約
権
の
交
付
を
受
け
る
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
新
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
の
有
す
る

新
株
予
約
権
（
以
下
「
株
式
交
換
契
約
新
株
予
約
権
」
と
い
う
。）の
内
容

ロ

株
式
交
換
契
約
新
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
し
て
交
付
す
る
会
社
の
新
株
予
約
権
の
内
容
及
び
数
又

は
そ
の
算
定
方
法

五

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
株
式
交
換
契
約
新
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
同
号
の
会
社
の
新
株

予
約
権
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

六

株
式
交
換
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

七

株
式
交
換
に
際
し
て
新
株
予
約
権
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
式
を
発
行
し
た
旨
の
届
出
）

第
一
条
の
三

会
社
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
を
発
行
し
た
旨
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
株
予
約
権
に
つ
き
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
日

二

新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
し
た
株
式
の
種
類
及
び
数

三

新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
込
み
を
さ
れ
た
金
額

四

新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
式
を
発
行
し
た
日

第
五
条
の
見
出
し
中
「
利
益
の
処
分
」
を
「
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
」
に
改
め
、
同
条
中
「
利

益
の
処
分
の
」
を
「
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
（
損
失
の
処
理
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）の
」
に
、「
利

益
の
総
額
」
を
「
剰
余
金
の
総
額
」
に
、「
利
益
の
処
分
に
」
を
「
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
に
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
承
継
す
る
法
人
」
の
下
に
「
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
第
二
号
中
「
合
併
契
約
書
」
を
「
合
併
契
約
」
に
、「
分
割
計
画
書
」
を
「
新
設
分
割
計
画
」
に
、「
分
割
契
約
書

の
写
し
」
を
「
吸
収
分
割
契
約
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
合
併
契
約

書
」
を
「
合
併
契
約
の
締
結
」
に
、「
分
割
計
画
書
」
を
「
新
設
分
割
計
画
の
作
成
」
に
、「
分
割
契
約
書
の
作
成
」
を

「
吸
収
分
割
契
約
の
締
結
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
承
継
す
る
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
設
立

す
る
法
人
」
を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
条

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
、
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
」
を
「
又
は
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
、
有
限
会
社
」
を
削
る
。

（
屋
外
広
告
物
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
一
条

屋
外
広
告
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
三
号
中
「
合
名
会
社
又
は
合
資
会
社
」
を
「
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。）」
に
、「
業
務
執
行
権
を
有
す
る
」
を
「
業
務
を
執
行
す

る
」
に
改
め
る
。

（
内
航
海
運
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条

内
航
海
運
業
報
告
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
営
業
概
況
報
告
書
」
を
「
事
業
概
況
報
告
書
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「営

業
概
況
報
告
書

」
を
「事

業
概
況
報
告
書

」
に
、「経

営
形
態
及
び
資
本

」
を
「経

営
形
態
及

び
資
本
金

」
に
、「
有
限
会
社
」
を
「
合
名
会
社
」
に
、「
合
名
会
社
」
を
「
合
資
会
社
」
に
、「
合
資
会
社
」
を
「
合
同

会
社
」
に
、「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
、「資

本

」
を
「資

本
金

」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
内
航
海
運
組
合
法
の
項
中
「
、
第
三
十
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
四
十
四
条
第
二
項
」
及
び
「
、
第
四
十
一
条
（
第

五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
六
十
条
ノ
四
第
二
項
、
第
五
十
条

（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
四
十
四
条
第
二
項
」を
削
り
、

「
商
法
第
二
百
六
十
条
ノ
四
第
二
項
及
び
同
法
第
四
百
十
九
条
第
一
項
」
を
「
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

六
号
）
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
項
中
「
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
八
十
条
の
三

（
第
九
十
二
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
内
航
海
運
組
合
法
の
項
中
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
会
社
法
第
三
百
八
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
内
航
海
運
組
合
法
の
項
中
「
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
及
び
第
五
十
五
条

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七

条
第
一
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
六
十
四
条

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
又
は
有
限
会
社
」
を
削
る
。

（
都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
八
号
イ
中
「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
六
十
七
条
」
を「
会
社
法（
平

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
有
限
会
社
」
及
び
「
又
は
出
資
」

を
削
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
六
条

港
湾
運
送
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
港
湾
運
送
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
十
号
）
第
一
号
様
式
の
次
に
六
様
式
を
加
え
る

規
定
中
「支

配
株
主

」
を
「親

会
社

」
に
、「商

法
施
行
規
則
第

43条

」
を
「会

社
計
算
規
則
第

107条
第
１
号
ニ

」

に
、「商

法
施
行
規
則
第

124条
第
１
項
又
は
第

126条
第
１
号
に
規
定
す
る
超
過
額
及
び
商
法
施
行
規
則
第

124条
第
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